
  県立学校に勤務する単純な労務に雇用される者の給与等に関する規程の一部を 

改正する訓令の制定について 

 
平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ２ ６ 日 
千 葉 県 教 育 庁 
企 画 管 理 部 教 育 総 務 課 

電 話 0 4 3 － 2 2 3 － 4 0 1 1 

 

１ 改正理由 

特別職及び一般職の職員の給与等の臨時特例に関する条例（平成２５年千葉県条

例第２９号）が６月定例議会で可決、公布されたため、この条例の適用を受ける職

員との均衡を考慮し改正するもの。 

 

２ 改正内容 

この規程の適用を受ける職員の給料月額について、平成２５年７月１日から平成

２６年３月３１日までの間、下記のとおり減額を行う。 

（１）技能労務職 

    ① ３級以下 ▲４．７７％ 

    ② ４級以上 ▲７．７７％ 

（技能労務職４級は、行政職３級に相当） 

（２）海事技能労務職 

    ① ２級以下 ▲４．７７％ 

    ② ３級   ▲７．７７％ 

  ※給料月額には、平成１８年４月の給与構造改革に伴う経過措置額、平成２３年

４月の技能労務職給料表導入に伴う経過措置額を含む。 

  その他、規定の整備を行う。 

 

３ 施行期日 

    平成２５年７月１日 

 

＜参考＞ 

  期末勤勉手当等の諸手当については給与条例の適用を受ける学校職員の例によ

ることとされているため、一般の職員同様に減額される。 

    ○期末手当及び勤勉手当        ▲９．７７％ 

    ○給料月額等に連動する手当等     減額後の給料月額により算出 

    （地域手当・勤務１時間あたりの給与額） 

 

 

 

 


